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彦
根
市
の
下
水
道
整
備

　

下
水
道
は
、
私
た
ち
の
暮
ら
し

を
健
康
で
快
適
な
も
の
に
し
、
河

川
や
琵
琶
湖
の
水
質
を
守
る
た

め
に
も
欠
か
せ
な
い
施
設
で
す
。

　

彦
根
市
の
公
共
下
水
道
は
、
昭

和
56
年
度
か
ら
事
業
に
着
手
し
、

人
口
が
多
い
市
街
地
や
下
流
域

か
ら
順
次
整
備
を
進
め
て
き
ま

し
た
。
平
成
23
年
度
末
現
在
の
人

口
普
及
率
は
76
・
８
％
で
、
全
国

平
均
の
75
・
８
％
を
若
干
超
え
て

い
る
も
の
の
、
滋
賀
県
平
均
86
・

４
％
と
比
べ
る
と
、
ま
だ
ま
だ
低

い
状
況
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

上
下
水

道
業
務
課
☎
22-

５
４
５

８
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

５
４

３
３
番

　

こ
れ
は
、
琵
琶
湖
東
北
部
浄
化

セ
ン
タ
ー
の
供
用
開
始
（
平
成
３

年
）
が
湖
南
中
部
や
湖
西
の
浄
化

セ
ン
タ
ー
に
比
べ
て
遅
か
っ
た
こ

と
と
併
せ
、
昨
今
の
厳
し
い
財
政

状
況
か
ら
、
事
業
費
の
縮
減
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
た
た
め
で
す
。

　

現
在
、
未
整
備
に
な
っ
て
い
る

地
域
の
皆
さ
ん
に
は
、
大
変
ご
迷

惑
を
お
か
け
し
て
い
ま
す
が
、
今

後
の
財
政
事
情
を
見
据
え
つ
つ
、

彦
根
市
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
に
も
配

慮
し
な
が
ら
、
整
備
を
進
め
て
い

き
ま
す
の
で
、
ご
理
解
を
お
願
い

し
ま
す
。 

※
平
成
24
年
度
「
下
水
道
の
日
」
推
進
標
語

下
水
道　

お
水
が
い
っ
て
る　

ま
た
く
る
ね

排
水
設
備
工
事
は
、
必
ず
彦
根
市

指
定
下
水
道
工
事
店
で
行
っ
て
く

だ
さ
い

　

彦
根
市
の
指
定
下
水
道
工
事
店

で
は
な
い
の
に
、
皆
さ
ん
の
家
庭

に
下
水
道
を
使
う
た
め
の
排
水
設

備
工
事
の
営
業
に
行
く
業
者
が
い

ま
す
。

　

彦
根
市
に
無
届
で
工
事
を
行
い
、

後
で
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
ケ
ー
ス
が

あ
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

業
者
が
、
彦
根
市
の
指
定
下
水

道
工
事
店
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い

場
合
は
、

上
下
水
道
業
務
課
に

お
尋
ね
に
な
る
か
、
彦
根
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
彦
根
市
は
、
排
水
設
備

の
清
掃
や
修
理
な
ど
を
業
者
に
委

託
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

地
下
水
を
使
用
し
て
い
る
人
へ

　

公
共
下
水
道
を
す
で
に
使
用
し

て
い
て
、
地
下
水
を
下
水
道
に
流

し
て
い
る
家
庭
で
、
使
用
人
数
に

変
更
が
あ
る
場
合
は
、
必
ず

上

下
水
道
業
務
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※

市
民
課
、
支
所
、
各
出
張
所

で
の
住
所
異
動
な
ど
の
届
出
と

は
連
動
し
て
い
ま
せ
ん
。
異
動

が
あ
っ
た
と
き
は
お
手
数
で
す

が
、

上
下
水
道
業
務
課
に
も

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

融
資
あ
っ
せ
ん
制
度

　

一
般
家
庭
で
、
排
水
設
備
工
事
を
行
う
人
の
う
ち
、
資
金
が
必
要

な
場
合
に
は
、
工
事
費
に
応
じ
、
金
融
機
関
を
通
じ
て
、
融
資
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

限
度
額　

１
０
０
万
円
、
償
還
期
間　

60
か
月
以
内
、
利
率　

年

１
・
８
％

※
左
の
「
主
な
条
件
項
目
」
の
❶
❸
❹
な
ど
に
該
当
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

排
水
設
備
新
設
補
助
金

　

市
民
税
の
所
得
割
非
課
税
世
帯
に
対
し
て
、補
助
金
を
交
付
す
る

制
度
で
す
。
申
請
者
１
人
に
つ
き
１
回
限
り
、７
万
円
の
助
成
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
左
の
「
主
な
条
件
項
目
」
の
❶
❷
❸
な
ど
に
該
当
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

　

生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
人
は
、１
世
帯
に

つ
き
、
30
万
円
の
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

主
な
条
件
項
目

❶
市
税
、
受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）、
水
道
料
金
の
滞
納
が
な
い
こ
と

❷
供
用
開
始
の
日
か
ら
３
年
以
内
に
、
排
水
設
備
工
事
を
行
う
こ
と

❸
排
水
設
備
工
事
の
申
請
と
と
も
に
、
申
請
を
す
る
こ
と

❹
融
資
資
金
の
償
還
が
可
能
で
あ
る
と
、
金
融
機
関
が
判
断
す
る

　

こ
と

※
ほ
か
に
も
条
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
い
内
容
は
、

上
下
水
道

業
務
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。


